
風水害等に関する注意報・警報等への対応 

富士宮市又は富士山南西部（富士宮市および富士市）に発令された 

気象庁発表の注意報・警報で判断してください。 

警報・注意

報の種類 

授

業 
登校前発令 登校後発令 

注

意

報 

強風

大雨

洪水

大雪 

 

 

平

常

授

業 

今後の気象情報や地域の実情等を家族

や職場の上司と相談し、安全に登校で

きることを確認したうえで登校する。

公共交通機関の運行停止等、安全に登

校することが心配される場合は、学校

に連絡し、自宅で待機するか、状況を

見て登校する。 

気象情報や地域の実情に応じ、安全

面を考慮して下校させることがあ

る。 

警

報 

大雨

洪水 

注意報と同じ対応をする。 注意報と同じ対応をする。 

暴風

大雪 

 

 

授

業

中

止 

午後４時の時点で暴風警報が発令され

ている場合、休校とする。 

大雪警報も同様の判断をする。 

気象情報や地域の実情に応じ、安全

面を考慮して速やかに下校させる。

安全に下校させることが困難な者に

ついては、保護者と連絡をとり、適

切な対処をする。 

【確認事項】 

・交通、道路状況 

・保護者引取りの有無 

・自転車、自動車通学生の

安全指導 

 

特

別

警

報 

大雨

暴風

大雪 

 

授

業

中

止 

午後２時の時点で「特別警報」が発令

されている場合、休校とする。 

「特別警報」発令中は生徒を学校に

待機させ、帰宅させない。 

その他 ○午後４時の時点での発表に基づいて対応を決定しますが、天候の状況をみて、

休校の決定を午後４時より前に行う場合もあります。本校ホームページ、３９メ

ールによって確認してください。 
○午後２時の時点で暴風警報が発令されていたが、午後４時までに解除された場

合、給食は中止になります。 

 


